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新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した人などへの減免制度があります。
対象となる保険税は令和２年 2 月１日から令和３年３月31日までの納期分です。

新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡、
または重篤な傷病を負った。

い
い
え

対象になります。
保険税額は全額免除です。

前年の主たる生計維持者の所得が
1,000万円以下である。

主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入など以外
の前年所得が400万円以下である（例えば営業収入と給
与収入がある場合で営業収入が減少しているときは、昨
年の給与の所得が400万円以下）。

A　世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B　世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入
　　などにかかる前年所得金額
C　主たる生計維持者や世帯の被保険者全員の前年の合計
　　所得金額

前年の主たる生計維持者の
合計所得金額

減免の割合
（D）

300万円以下の場合 100％

400万円以下の場合 80％

550万円以下の場合 60％

700万円以下の場合 40％

1,000万円以下の場合 20％

対象になりません

対象になりません

対象になりません対象になります。
一部または全部が減免になります。

主たる生計維持者の事業収入など（事業収入、不
動産収入、山林収入、給与収入のいずれか）が昨
年の同じ事業収入に比べて30％以上減少。

対 象 者

免除額計算方法申 請 方 法

●提出書類
・減免申請書、収入見込額申告書（税務課で配布ま
たは町ホームページでダウンロードできます）
・令和 2 年１月から申請月までの収入がわかる書
　類（帳簿や給与明細など）
・保険金や損害賠償などの収入の補填があればそ
　れがわかる書類
・令和２年１月１日以降に大津町に転入された人
　は昨年の収入・所得がわかる書類（世帯全員分）
※申請の際は身分証と印鑑が必要です。
●申請期限　
　令和３年３月31日（水）

※ B が「0」や「マイ
　ナス」の場合は、
　対象保険税額が
　０円のため減免
　はありません。

対象保険税額
（Ａ×Ｂ/Ｃ）

減免割合
（Ｄ）免除額＝ ×
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固
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●
対
象
者　
　

　
中
小
事
業
者
な
ど
で
あ
っ
て
、
令
和
２
年

２
月
か
ら
10
月
ま
で
の
任
意
の
連
続
す
る
３

か
月
間
の
事
業
収
入
の
合
計
が
、
前
年
同
期

と
比
べ
て
30
％
以
上
減
少
し
て
い
る
者

※
中
小
事
業
者
な
ど

　
資
本
金
の
額
ま
た
は
出
資
金
の
額
が
１
億

　
円
以
下
の
法
人
、
資
本
ま
た
は
出
資
を
有

　
し
な
い
法
人
の
場
合
、
常
時
使
用
す
る
従

　
業
員
の
数
が
１
，０
０
０
人
以
下
の
法
人
、

　
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
１
，
０
０
０

　

人
以
下
の
個
人
（
た
だ
し
、
大
企
業
の
子

　
会
社
な
ど
は
除
く
）

●
軽
減
対
象　
　
償
却
資
産
や
事
業
用
家
屋

　
に
係
る
固
定
資
産
税

●
軽
減
率

●
申
請
方
法
な
ど　
　

・
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
な
ど
の
認
定

　
を
受
け
て
町
に
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関

　
税
務
、財
務
な
ど
の
専
門
的
知
識
を
有
し
、

　
一
定
の
実
務
経
験
を
持
つ
支
援
機
関
な
ど

　
（
税
理
士
、
公
認
会
計
士
、
弁
護
士
な
ど
）

・
町
へ
の
申
告
期
限
は
令
和
３
年
１
月
31
日

　
ま
で
で
す
が
、
申
請
方
法
な
ど
の
詳
細
は

　
決
ま
り
次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

で
収
入
に
相
当
の
減
少
が
あ
り
納
税

が
困
難
な
場
合
、「
徴
収
猶
予
の
特
例
制
度
」

適
用
に
よ
り
、
最
長
で
１
年
間
の
納
税
の
猶

予
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
そ
の
間
の

延
滞
金
は
か
か
り
ま
せ
ん
）。

　
「
徴
収
猶
予
の
特
例
制
度
」
の
要
件
な
ど

は
以
下
の
と
お
り
で
す
。
ま
ず
は
税
務
課
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
対
象
者

（
①
②
の
要
件
を
全
て
満
た
す
人
）

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

　
よ
り
、
令
和
２
年
２
月
以
降
の
任
意
の
期

　
間
（
１
ヵ
月
以
上
）
に
、
収
入
が
前
年
同

　
期
と
比
べ
て
概
ね
20
％
以
上
減
少
し
て
い

　
る
こ
と

②
税
を
一
時
に
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

　
る
こ
と

●
猶
予
さ
れ
る
税

　
令
和
３
年
１
月
31
日
ま
で
に
納
期
限
が
到

　
来
す
る
町
県
民
税
、
固
定
資
産
税
、
国
民

　
健
康
保
険
税

●
申
請
方
法

　
申
請
書
の
ほ
か
、
収
入
、
現
金
、
預
貯
金

　
の
状
況
が
わ
か
る
資
料
の
添
付
が
必
要
で

　
す
。
申
請
書
様
式
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

　
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

●
申
請
期
限　

　
各
税
の
納
期
限
日

令
和
２
年
２
月
～
10
月
ま
で

の
任
意
の
連
続
す
る
３
か
月

間
の
事
業
収
入
の
合
計

軽
減
率

前
年
同
期
比
30
％
以
上
50
％

未
満
減
少
し
て
い
る
者

２
分
の
１

前
年
同
期
比
50
％
以
上
減
少

し
て
い
る
者

全
額

 　　　　　　　　　　　　　　　◦問い合わせ　役場税務課　固定資産税係　☎096（293）3117  　　　　　　　　　　　　　　　　　◦問い合わせ　役場税務課　住民税係　☎096（293）3117

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◦問い合わせ　役場税務課　☎096（293）3117

中小事業者などの固定資産税の軽減 国民健康保険税の減免

徴収猶予の特例制度があります

税 税

税 ※減免の対象となる保険税は令和２年 2 月１日から令和３年３月31日までの納期分です。納期を過ぎてい
　ても減免の対象となり、申請月以降の保険税額で調整します。
※非自発的失業者（離職日時点65歳未満で、倒産、解雇など会社都合により離職した人）は非自発的失業者
　に係る軽減措置の対象となります。

は
い

は
い

は
い

は
い

い
い
え

い
い
え

い
い
え

申請の流れ

認定経営革新等支援機関など

町事業者

①申請 ②認定

④軽減

③申告
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